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「グループホームかねぐすく」重要事項説明書 

 

             （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。事業所の概 

要及び提供されるサービスの内容、利用上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援２」「「要介護」と認定され

た方が対象となります。 

 

                                令和７年７月２０日改定 

１．事業者 .................................................................  1 

２．事業所の概要 .......................................................... 1～2 

３．居室等の概要 ............................................................. 2 

４．職員の配置状況 ........................................................... 2 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 .................................. 3～6 

６．サービスの利用に関する留意事項・残置物引取り .......................... 6～7 

７．非常災害対策・緊急時の対応・事故発生時の対応・ ........................ 7～8 

１０．守秘義務・利用者の尊厳・身体拘束の禁止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 

１３．苦情の受付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 

  １４．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実地状況等．．．．．．．．．．．．．．．9 

 

１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 憲 寿 会 

（２）法人所在地     沖縄県島尻郡八重瀬町字当銘３７８番地１ 

（３）電話番号       ０９８－９９８－８８９９ 

（４）代表者氏名   理事長 金 城 哲 男 

（５）設立年月       平成５年８月２５日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所・平成２３年５月１日指定 

           糸満市指令介第 1 号 

（２）事業の目的    認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、共同生活住居に 

おいて、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の 

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した 

生活を営むことができるようにすることを目的とします。 

（３）事業所の名称  グループホームかねぐすく 

（４）事業所の所在地  沖縄県糸満市字兼城８７１番地１ 

（５）電話番号      （０９８）９９４－５３７７  ＦＡＸ（０９８）９９４－５３６６ 

（６）管理者     金城 学 

 

 当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号 第４７９１００００２１号） 
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（７）当施設の運営方針 利用者の認知症の進行を緩和し、利用者の心身の状況を踏まえ、趣味、又 

            は嗜好に応じた活動を支援し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な 

環境の下で、安心して日常生活が送れるよう援助します。 

（８）開設年月        平成２３年５月１日 

（９）利用定員     ９人 

（１０）法人が行っている他の業務 

   当法人では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [居宅介護支援事業] 平成１２年１月２７日 沖縄県指令福第１０６号    

  [短期入所生活介護] 平成１２年３月 ３日 沖縄県指令福第７４２号  定員８名 

  [訪問介護]     平成１２年４月１９日 沖縄県指令福８８７－１号 

[通所介護]     平成１２年３月２３日 沖縄県指令福第１５６３号 定員４０名 

  [介護老人福祉施設] 平成１２年３月２２日 沖縄県福長第２２６６号  定員７０名 

３．居室等の概要 

   当事業所では以下の居室・設備をご用意しております。利用される居室は、原則個室（定員 

１名）です。（但し、ご利用者の処遇上必要と認められる場合はこの限りではありません。） 

居室・設備の種類 室 数 備    考 

1人部屋 9 室 洋 室（ベッド） 

計 9 室  

 居 間・食 堂  1 室  

   和 室  1 室  

   浴 室  1 室  

   台 所  1 室  

   トイレ  2 室  

☆ 居室の変更：ご利用者からの居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況によ 

り施設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変 

更する場合があります。その際には、ご利用者やご家族と協議のうえ決定する 

ものとします。 

４．職員の配置状況 

   当事業所では、ご利用者に対して指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供する職員と 

して、以下の職種の職員を配置しています。 

＜職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 職  務  内  容 人 員 数 

１．管理者 

１．従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元

的に行います。 

２．従業者に、法令等において規定されている指定（介護予防）

認知症対応型共同生活介護の実施に関し、事業所の従業者に

対し遵守すべき事項において指揮命令を行います。 

常勤１名 

計画作成担当者

と兼務 

２・計画作成担当者 

（介護支援専門員） 

１．適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。  

２．介護老人福祉施設、居宅介護支援、介護老人保健施設、医療

機関等との連絡・調整を行います。  

常勤１名 

管理者と兼務 

３．看護師 １．定期的な健康管理、急変時対応などの連携を図ります。 

常勤１名 

かねぐすくデイ

サービスと兼務 

４・介護職員 １．利用者に対して必要な介護及び世話、支援を行います。 
常勤６名 

非常勤１名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間

数（例：週 40時間）で除した数です。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご契約者に対してして以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについては、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合。 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合。 

  があります。 

 

<サービスの内容> 

① 計画作成担当者（介護支援専門員）による（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の立案。 

 

② 食事 

・当事業所では、管理栄養士の作成する献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び 

嗜好を考慮した食事を提供します。又、介助を必要とする利用者様には食事介助支援を行います。 

 

③ 入浴 

・定期的な入浴の実施により身体清潔面が保てるように援助を行ないます。 

 

④ 排泄 

・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

⑤ 介護 

・トイレ・居室への誘導、散歩等の介助を行います。 

 

⑥  サービス提供体制強化支援サービス 

・ご契約者に対する質の高いサービスを提供する事を目的に、介護福祉士等の有資格者、経験年数等を考

慮した、専門的技能を有する介護職員を配置して継続的な介護支援を提供する。 

 

⑦ 機能訓練 

・ご利用者が日常生活を送るのに必要な機能の減退防止のための訓練並びに心身の活性化を図る 

 るための各種サービス（アクティビティ・サービス）を提供します。 

 

⑧ 相談援助サービス 

・健康増進のための相談・助言等を行います。 

 

⑨ 行政手続代行 

・郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続き等の代行を行います。 

 

⑩ その他自立への支援 

・ご利用者の趣味又は嗜好に応じた余暇活動・レクリェーションを実施します。 

・生活のリズムを考え、食事や洗濯、買物、園芸等を職員と共同で行い家庭的な生活環境の中で日常生活

が送れるよう配慮します。 

 

⑪ ・看護師の配置により、随時、入居者の健康管理を行います。 

 

※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に料金を負担いただく場合がありますので、ご相

談下さい。 
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＜サービス利用料金＞介護保険自己負担額（要介護度別）（基本月額利用料）１ヶ月３０日計算（下段１日当たり） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた基本料金及び加算料金から介護保険給付額を除いた 

金額、保険一部負担額と日常生活費の合計金額をお支払い下さい。 

利用者負担額（月額３０日） 

介護度 日常生活費 

保険一部負担額 

基本報酬 ＋ 医療連携加算（Ⅰ）ハ ＋ サービ

ス提供強化加算Ⅲ ＋ 認知症専門ケア加算Ⅰ  

＋介護職員等処遇改善加算Ⅱ 

合計 

要支援２ ９０，０００円 

１割 ２８，５１９円 １１８，５１９円 

２割 ５７，０３８円 １４７，０３８円 

３割 ８５，５５７円 １７５，５５７円 

要介護１ ９０，０００円 

１割 ２８，６６１円 １１８，６６１円 

２割 ５７，３２２円 １４７，３２２円 

３割 ８５，９８３円 １７５，９８３円 

要介護２ ９０，０００円 

１割 ２９，９３３円 １１９，９３３円 

２割 ５９，８６６円 １４９，８６６円 

３割 ８９，７９９円 １７９，７９９円 

要介護３ ９０，０００円 

１割 ３０，７４６円 １２０，７４６円 

２割 ６１，２８０円 １５１，２８０円 

３割 ９１，９２０円 １８１，９２０円 

要介護４ ９０，０００円 

１割 ３１，３４７円 １２１，３４７円 

２割 ６２，６９４円 １５２，６９４円 

３割 ９４，０４１円 １８４，０４１円 

要介護５ ９０，０００円 

１割 ３１，９８３円 １２１，９８３円 

２割 ６３，９６６円 １５３，９６６円 

３割 ９５，９４９円 １８５，９４９円 

※オムツ利用する方は別途掛かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。 

☆初期加算３０単位／日入所した日から３０日間、又は、医療機関に１ヶ月以上入院した後、退院して再入居し

 

日常生活費 ９０，０００円 

 

内訳 

家 賃     １，１００円×３０日＝３３，０００円 

 

食材費     １，４００円×３０日＝４２，０００円 

 

光熱水費      ５００円×３０日＝１５，０００円 
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た場合も初期加算として加算されます。 

☆入院時費用２４６単位／日 入院後３か月以内に退院が見込まれる入居者について、１月に６日を限度として

所定単位数に代えて加算されます。 

☆ご利用者が入院又は外泊された場合、家賃に係る利用料金をいただきます。 

☆サービス提供体制強化加算（Ⅲ）６単位／日 ①介護福祉士５０%以上 ②常勤職員７５%以上 ③勤続７年以

上３０%以上のいずれかに該当した場合に加算されます。  

☆医療連携体制加算（介護予防を除く）（Ⅰ）ハ３７単位／日 事業所の職員として看護師１名以上配置により加

算されます。定期的な健康管理が行われ、必要に応じて医療機関との調整や入院時の情報提供等連携を行いま

す。 

☆介護職員等処遇改善加算Ⅱ（１７．８％）介護職員等の確保、処遇改善の為の措置として加算されます。 

☆身体拘束廃止未実施減算 要介護１～５は、所定の単位×１０％／日、要支援２は７５単位 

身体拘束等の適正化を図る為、運営基準に違反した場合に減算されます。 

☆業務継続計画未実地加算 所定単位数の３％を減算 業務継続計画書の策定、及び必要な措置を講じていない

場合に減算されます。 

☆高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１％を減算 虐待防止のための指針の整備、対策委員会の定期

開催等の基準を違反した場合に減算されます。 

☆認知症専門ケア加算（Ⅰ）３単位／日 

 認知症日常生活自立度Ⅲ以上が１／２以上である事と、認知症介護実践リーダー研修終了者１名以上配置して

いる事。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 特別な食事（お酒を含みます。） 

 

② 日常生活上必要となる諸費用 

   日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者にご負担いただく 

ことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

◎ おやつ代 

◎ 衣類代 

◎ おむつ代 

 

③ レクリェーション、余暇活動 

ご利用者のご希望によりレクリェーションや余暇活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費を頂く事があります。 

 

◆主なレクリェーション行事予定 

行      事 

１ 月 正月 初詣 ムーチー作り ７ 月 七夕飾り付け 

２ 月 節分 桜見学 ８ 月  納涼祭り  

３ 月 ひな祭り ９ 月 敬老会 十五夜月見会 

４ 月 浜下り（旧暦 3月 3日） １０月 合同運動会 

５ 月   母の日 開所記念日 １１月  

６ 月 父の日  ハーレー見学 １２月 クリスマス＆忘年会 
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◆余暇活動（随時）・手工芸、書道、園芸、チギリ絵等 

◆誕生会（随時）・おやつ会（毎月）・ドライブ（毎月）  ◆避難訓練（年２回以上） 

 

④  貴重品の管理 

 金銭や通帳、証書、印鑑等の貴重品については基本的にご家族様の管理となりますのでご理解下さい。 

     

⑤ 複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とする場合も無料

で提供いたします。 

 

⑥ 契約書第１９条に定める所定の料金 

ご利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が 

     明け渡された日までの期間に係る料金. 

                下段は 1ケ月 30日（1日当たりの利用金額） 平成２７年４月改定 

   

ご利用者の要介護度 

 

 

要支援 

  ２ 

 

要介護度 

  １ 

 

要介護度 

 ２ 

 

要介護度 

  ３ 

 

要介護度 

 ４ 

 

要介護度 

  ５ 

   

料  金 

 

 

３，４５５円 

 

 

３，４５９円 

 

３，４９５円 

 

３，５１８円 

 

３，５３５円 

 

３，５５２円 

 

⑦ ご利用者が病院・医院を受診される場合の送迎は、原則としてご家族でお願いします。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

＊利用料は毎月、月締めの翌月１０日過ぎに請求書を送付致します。月末までにお支払いをお願い致します。 

尚、お支払いはグループホームかねぐすく事務室窓口及び口座振替にてお願いします。 

（日曜・祝日問わず午前９時～午後５時まで） 

 

  ＊途中入居、退居の際は日割り計算となります。 

  ＊費用の改定に当たっては、施設が存在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人権費等を勘案し、

ご入居者、ご家族の意見を聞いた上で改定できるものとします。 

  ＊入院期間中も居室確保のため、家賃が発生致します。 

   

 

 

 

（４）入居中の医療の提供について 

   医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力機関において診療や入院治療を受けることが

できます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医

療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません） 

 

協
力
医
療
機
関 

 

医 療 機 関 名 住     所 主な診療科目 

糸満協同診療所 

南 山 病 院 

南部徳洲会病院 

沖縄県糸満市字糸満１９４６番地 

沖縄県糸満市字賀数４０６番地１ 

沖縄県八重瀬町字外間１７１番地１ 

内   科 

精 神 科 

内   科 
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６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

  当事業所との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り継

続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所と

の契約は終了し、ご利用者に退所していただく事になります。 

 

①要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援１と判定された場合。 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむをえない事由により事業所を閉鎖した

場合。 

③事業所の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合。 

④当事業所から介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

⑤ご利用者から退所の申し出があった場合。（詳細は以下をご参照下さい） 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合。（詳細は以下をご参照下さい） 

 

 

(１)ご利用者からの退所申し出（中途解約・契約解除）（契約書第１４条、第１５条参照） 

   契約の有効期間であっても、ご利用者から当事業所の退所を申し出ることができます。その場合には 

  退所を希望する日の１ヶ月前までに申し出て下さい。 

   ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、事業所を退所することができます。 

 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

②ご利用者が入院された場合。 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める認知症対応型共同生

活介護サービスを実施しない場合。 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用

等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認め

られる場合。 

⑥他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

 

 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

  以下の事業に該当する場合には、当事業所から退所していただくことがあります。 

  

① ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に  

これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情

を生じさせた場合。 

②ご利用者によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅滞し、相当期間を定めた催

告にも関わらずこれを支払われない場合。 

③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによ

って本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

④ ご利用者が１ヶ月以上の入院治療を要するに至った場合。 

⑤ご利用者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入所した場合。 
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（３）円滑な退所のための援助（契約書第１７条参照） 

  ご利用者が当事業所を退所する場合には、ご利用者の希望により、事業者はご利用者の心身の状況 

  置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご利用者に対して速やかに行 

  ないます。 

 

○適切な病院もしくは診療所の紹介。 

○介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の紹介。 

○居宅支援事業所の紹介。 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。 

 

残置物引取人 

契約終結にあたり、身元引受人をおねがいすることがあります。入所契約が終了した後、当施設に残された

ご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身が引き取れない場合に備え、家族（代理人・身元引受人）残置物

引取人になって頂きます。 

 

 

７．非常災害対策 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を 

 密にし、取るべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し防災計画に基づき年２回以上利用者および 

従事者等の訓練を行います。 

 

 

８．緊急時の対応 

  サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合、速やかに主治医や協力医療機関 

 へ連絡等必要な措置を講じます。 

 

 

９．事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど 

 必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には 

 損害賠償を速やかに行います。 

 

１０．守秘義務に関する対策 

  事業者及び従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保守します。 

  また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従事者との雇用契約の内容としています。 

 

１１．利用者の尊厳 

  利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従事者教育を行います。 

 

１２．身体拘束の禁止 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

  ただし、緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びご家族へ十分な説明を 

  行い、同意のもと実施します。その際、利用者様の状態の記録を行い、身体拘束の制限が一時的なものであ 

ること。更に身体拘束の適正化の為の指針を整備し、検討委員会を３月に１回以上開催、その結果を職員全

員に対し周知する。又、身体拘束に関する研修を年２回以上実施します。 
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１３．虐待防止に向けての取り組み 

高齢者虐待防止のための指針を整備し、高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いて、

高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を年 2回以上開催、高齢者虐待防止のための年２回以上

の研修を実施します。 

 

１４。業務継続に向けての取り組み 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提

供を継続的に実施するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じま

す。従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。感染症や非

常災害の両方の業務継続計画書を策定、 

 

 １５．苦情相談窓口（契約書第２２条参照） 

 

（１） 当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で対応します。 

○ 苦情受付窓口： 管理者 金城 学    [ＴＥＬ：０９８－９９４－５３７７] 

                    [携帯：０８０－３３７５－０５４０] 

○ 受 付 時 間 ： 毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

（但し、担当者不在や休日には、携帯電話にて対応可です。） 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

糸満市役所 介護長寿課 

所在地  糸満市潮崎１丁目１番地 

電話番号 ０９８－８４０－８１３３   

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 

所在地  那覇市西３－１４－１８ 

電話番号 ０９８－８６０－９０２６  

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

沖縄県社会福祉協議会 

所在地  那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

電話番号 ０９８－８６７－１４４１   

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

 

 

１４．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実地状況等 

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の 

意見等を把握する取り

組みの状況 

１ あり 
実施日  

結果の開示 １ あり    ２ なし 

２ なし 

 

 

第三者による評価の実

施状況 

１ あり 

実施日 令和５年９月２９日 

評価機関名称 NPO法人 介護と福祉の調査機関おきなわ 

結果の開示 １ あり    ２ なし 

２ なし 
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指定認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、利用者に対して契約書及び本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。 

  

  グループホームかねぐすく    説明者職名 管理者 

                

 氏  名  金城 学      印 

 

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定認知症対応型共同生活介護サービスについて重要事項の説明

を受け、指定認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

令和   年   月   日（   ） 

 

 

                 利用者住所 

 

                       

                 利用者氏名                     印  

 

         

                身元引受人住所 

 

                 

                身元引受人氏名                   印 

 

続  柄  （        ） 

 

 

 


